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令和４年度 第 13 回紫波町教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日  時   令和５年３月 17 日 午後１時 30 分から午後２時 30 分 

１ 場  所  紫波町役場 会議室 301 

１ 出 席 者  教 育 長        侘 美   淳  

委  員        森 田 英 仁 

委  員        滝 澤 真千子 

  委  員        内 城 寛 子 

１ 欠 席 者  教育長職務代理者    畠 山 秀一郎 

１ 説 明 員  教育部長        八重嶋   靖  

学務課長        葛   博 之 

学校教育課長      大 森 啓 睦 

生涯学習課長      須 川 範 一 

こども課長       吉 田 真 理 

学校給食センター所長  武 田 正 紀 

生涯学習課副課長    髙 橋 哲 也 

こども課副課長     大 石 範 仁 

学務課副課長      沼 田 信 一 

         

付議事件 

日程第１ 会期の決定について 

日程第２ 議案第１号 

部課長等の人事に関し議決を求めることについて 

議案第２号 

教育機関の長の人事に関し議決を求めることについて 

日程第３ 議案第３号 

紫波町教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の制定

に関し議決を求めることについて 

日程第４ 議案第４号 

紫波町学校給食センターの管理運営に関する規則の一部を改正する 

       規則 

日程第５ 議案第５号 

紫波町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令 

日程第６ 議案第６号 

紫波町教育委員会会計年度任用職員に関する規程の一部を改正する 

訓令 

     議案第７号 

紫波町適応支援教室設置要綱の一部を改正する告示 

日程第７ 議案第８号 

紫波町立学校教職員服務規程の一部を改正する訓令 
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議事の大要 

（開会 午後１時 30 分） 

 

○ 侘美教育長 

これより会議を開きます。 

本日の出席者は４名でございますので、会議は成立いたしました。 

畠山教育長職務代理からは、欠席の連絡がありました。 

本日の会議日程は、あらかじめ皆様方に配付されているとおりでございます。 

それでは、ただ今から令和４年度第 13 回紫波町教育委員会定例会を開会いたし

ます。 

日程に入るに先立ちまして、行事報告及び行事予定についてご説明いたします。 

（令和４年度第 12 回教育委員会定例会から本日までの教育委員会関係行事報告

及び次回定例会までの行事予定について） 

○ 侘美教育長 

日程第１、「会期の決定について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 侘美教育長 

異議なしと認めます。 

よって会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

○ 侘美教育長 

次に、日程第２ 議案第１号及び議案第２号でありますが、部課長等及び教育機

関の長の人事案件でありますので、紫波町教育委員会会議規則第 12 条第 1 項ただ

し書きの規定により非公開にしたいと思いますが、非公開とすることに賛成の方は

挙手願います。 

（挙手あり） 

出席者の３分の２以上に達しておりますので、非公開といたします。 

それでは、会議規則第 12 条第 3 項の規定により、教育部長を除く事務局職員は

退場をお願いします。 

 

～ 非公開 ～ 

 

それでは、事務局職員の入室を許可します。 

〇 侘美教育長 

次に、日程第３、議案第３号「紫波町教育委員会が保有する個人情報の保護等に

関する規則の制定に関し議決を求めることについて」を議題といたします。提案理

由の説明を求めます。 

○ 八重嶋教育部長 

議案第３号であります。 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「紫波町教育委員会が保有する個人

情報の保護等に関する規則」を制定し、「紫波町教育委員会が保有する個人情報に

関する紫波町個人情報保護条例施行規則」を廃止しようとするものであります。 
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詳細につきましては、学務課副課長より説明いたします。 

（沼田副課長詳細説明） 

○ 侘美教育長 

これより質疑に入ります｡ 

（質疑の有無を催促） 

質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。 

議案第３号、「紫波町教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の制

定に関し議決を求めることについて」は、原案のとおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○ 侘美教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第３号は、原案のとおり決定されました。 

〇 侘美教育長 

次に、日程第４、議案第４号「紫波町学校給食センターの管理運営に関する規則

の一部を改正する規則」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○ 八重嶋教育部長 

議案第４号であります。 

紫波町学校給食センターの管理運営に関する規則について、町の行政組織機構の

改編に伴い、所要の整備をしようとするものであります。 

詳細につきましては、学務課長より説明いたします。 

（学務課長詳細説明） 

○ 侘美教育長 

これより質疑に入ります｡ 

（質疑の有無を催促） 

質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。 

議案第４号、「紫波町学校給食センターの管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則」は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○ 侘美教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第４号は、原案のとおり決定されました。 

〇 侘美教育長 

次に、日程第５、議案第５号「紫波町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令」

を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○ 八重嶋教育部長 

議案第５号であります。 

紫波町教育委員会公印規程について、紫波町公印規程の一部改正に伴い、所要の

整備をしようとするものであります。 

詳細につきましては、学務課長より説明いたします。 

（学務課長詳細説明） 

○ 侘美教育長 
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これより質疑に入ります｡ 

（質疑の有無を催促） 

質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。 

議案第５号、「紫波町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令」は、原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○ 侘美教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第５号は、原案のとおり決定されました。 

〇 侘美教育長 

次に、日程第６、議案第６号「紫波町教育委員会会計年度任用職員に関する規程

の一部を改正する訓令」、議案第７号「紫波町適応支援教室設置要綱の一部を改正

する告示」を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○ 八重嶋教育部長 

議案第６号、議案第７号を一括して説明いたします。 

適応支援教室及び適応支援相談員の名称を変更することに伴い、「紫波町教育委

員会会計年度任用職員に関する規程」及び「紫波町適応支援教室設置要綱」を改正

しようとするものであります。 

詳細につきましては、学務課長より説明いたします。 

（学務課長詳細説明） 

○ 侘美教育長 

これより質疑に入ります｡ 

（質疑の有無を催促） 

質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。 

議案第６号、「紫波町教育委員会会計年度任用職員に関する規程の一部を改正す

る訓令」は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○ 侘美教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第６号は、原案のとおり決定されました。 

続きまして、議案第７号「紫波町適応支援教室設置要綱の一部を改正する告示」

は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○ 侘美教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第７号は、原案のとおり決定されました。 

〇 侘美教育長 

次に、日程第７、議案第８号「紫波町立学校教職員服務規程の一部を改正する訓

令」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○ 八重嶋教育部長 

議案第８号であります。 

紫波町立学校教職員服務規程について、学校教職員における着任届を廃止するこ
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とに伴い、所要の整備をしようとするものであります。 

詳細につきましては、学務課長より説明いたします。 

（学務課長詳細説明） 

○ 侘美教育長 

これより質疑に入ります｡ 

（質疑の有無を催促） 

質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。 

議案第８号、「紫波町立学校教職員服務規程の一部を改正する訓令」は、原案の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○ 侘美教育長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第８号は、原案のとおり決定されました。 

○ 侘美教育長 

以上をもって付議事件の審議は、終了いたしました。 

続いて、その他に入ります。 

事務局から説明願います。 

○ 沼田副課長 

 次回の教育委員会議は、４月２１日（金）午後３時 00 分から、会議室３０１に

おいて居郁委員会定例会を開催する予定です。 

よろしくお願いいたします。 

○ 侘美教育長 

（質疑の有無を催促） 

（「なし」の声あり｡） 

○ 侘美教育長 

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。これで令和４年度第 13 回紫波

町教育委員会定例会を閉会いたします。 

（閉 会） 
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１ 会議録作成者  教 育 長    侘 美   淳 

 

 

１ 会議録署名者  教育長職務代理者 

 

 

 

委   員 

 

 

 

委   員 

 

 

 

委   員 

  

 

 


